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【
テ
レ
ビ
と
ラ
ジ
オ
で
P
R
】［
Ｆ
Ｍ
栃
木（
Ｆ
Ｍ
７
６
．4
Ｍ
Ｈ
ｚ
）］新
春
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

放
送
日
＝
1
月
9
日（
月
）午
前
10
時
30
分
〜
10
時
40
分

　

み
な
さ
ん
が
お
住
ま
い
に
な
ら
れ
る
ま
ち「
上
三
川

町
」は
み
な
さ
ん
の
く
ら
し
を
支
え
る
拠
点
で
す
。
仕

事
で
ほ
か
の
ま
ち
に
通
っ
て
い
て
も
、
帰
っ
て
き
て

休
息
し
た
り
家
族
と
過
ご
す
と
こ
ろ
が
自
分
に
と
っ

て
の
ま
ち
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
で
き

れ
ば
こ
れ
か
ら
将
来
に
わ
た
っ
て
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
場
所
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
誰
も
が
願
う
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
自
分
た
ち
の
住
む
ま
ち
を
少
し
で
も
い

い
方
向
に
も
っ
て
い
こ
う
と
様
々
な
活
動
を
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

3
・
11
の
大
規
模
地
震
等
の
災
害
を
契
機
と
し
て
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
と
共
に

改
め
て
そ
の
必
要
性
が
一
層
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
暮

ら
し
よ
い
ま
ち
で
あ
る
た
め
に
は
、
人
々
が
仲
良
く

つ
き
あ
い
、
助
け
あ
い
、
強
く
心
が
結
ば
れ
て
い
る

こ
と
が
大
切
で
す
。個
人
が
尊
重
さ
れ
自
立
し
た
人
々

が
、
住
民
同
士
の
ふ
れ
あ
い（
親
睦
）や
子
ど
も
の
健

全
育
成
、
交
通
安
全
、
防
犯
防
災
活
動
、
ご
み
問
題

や
美
化
運
動
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
問
題
、
人
権
問

題
少
子
高
齢
化
社
会
へ
の
対
応
な
ど
地
域
の
様
々
な

課
題
解
決
を
目
指
し
て
取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
基
礎

と
な
る
組
織
が
自
治
会
で
す
の
で
ぜ
ひ
、
あ
な
た
も

地
域
の
自
治
会
に
加
入
し
お
互
い
に
手
を
取
り
合
い
、

明
る
く
住
み
よ
い
地
域
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　

所
得
税
法
や
地
方
税
法
で
は
、
申
告
す
る

本
人
ま
た
は
扶
養
親
族
が
障
が
い（
ま
た
は
特

別
障
が
い
）に
該
当
す
る
場
合
、
障
が
い
者
控

除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
満
65
歳
以
上
で
障
が

い
の
あ
る
方
は
、
手
帳
が
な
く
て
も
、
こ
れ

ら
の
障
が
い
に
準
ず
る
者
と
し
て
、
町
長
が

発
行
す
る「
障
が
い
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
申
告
時
に
提
出
す
る
こ
と
で
障
が
い
者
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象
者
の
条
件
＝

①�

町
内
に
住
所
を
有
す
る
65
歳
以
上
で
、
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
知
的
障
が
い
、

又
は
、
身
体
上
の
障
が
い
の
あ
る
方（
介
護

保
険
被
保
険
者
証
又
は
、
介
護
保
険
資
格

者
証
の
写
し
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
）

②�
町
内
に
住
所
を
有
す
る
65
歳
以
上
で
、
障

が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
証
を
受
け
て

い
る
知
的
障
が
い
、
又
は
、
身
体
上
の
障

が
い
の
あ
る
方（
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
受

給
者
証
の
写
し
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
）

﹁
自
治
会
に
入
り
ま
し
ょ
う
﹂

障
が
い
者
控
除
対
象
者
認
定

書
交
付
に
つ
い
て

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

総
務
課
自
治
行
政
係

　

☎
56
9
1
1
6

　

国
民
年
金
は
、
老
後
や
い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活
を
、
現
役
世

代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
若
い
と
き
に
公
的
年
金
に
加
入
し
保
険
料
を
納

め
続
け
る
こ
と
で
、
年
を
と
っ
た
と
き
や
病
気
・
ケ
ガ
で
障
害
が

残
っ
た
と
き
、
家
族
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

●
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
人
が
加
入
し
、
保
険
料
を

納
め
る
制
度
で
す
。
国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る
た
め
安
定
し

て
お
り
、
年
金
の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。

●
老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

︿
障
害
基
礎
年
金
﹀

　

病
気
や
事
故
等
で
重
い
障
害
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
る
年
金
で
す
。
受
け
取
る
た
め
に
は
、
納
付
の
要
件
や
障

害
の
程
度
に
つ
い
て
年
金
機
構
の
審
査
が
あ
り
ま
す
。

︿
遺
族
基
礎
年
金
﹀

　

加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、
そ
の
人
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ

れ
て
い
た
遺
族（「
18
歳
未
満
の
子
の
あ
る
妻
」「
18
歳
未
満
の
子
」）

が
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
年
金
で
す
。
受
け
取
る
た
め
に
は
、

納
付
月
等
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

●
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は「
学
生
納
付
特
例
制
度
」「
若

年
者
納
付
猶
予
制
度
」が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
下
さ
い
。

〜
新
成
人
の
み
な
さ
ん
へ
〜

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

国
民
年
金

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

●
保
険
課　

国
保
年
金
係

　

☎
56
9
1
3
4

●
宇
都
宮
西
年
金
事
務
所

　

☎
0
2
8
(6
2
2
)4
2
8
1

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

①
に
該
当
す
る
方

　

保
険
課　

高
齢
者
支
援
係

②
に
該
当
す
る
方

　

福
祉
課　

福
祉
人
権
係

9
1
2
8

☎
56

6
8
6
8

56

FAX

9
1
0
2

☎
56

6
8
6
8

56

FAX
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【
テ
レ
ビ
と
ラ
ジ
オ
で
P
R
】都
合
に
よ
り
放
送
日
時
が
変
更
に
な
る
可
能
性
が
ご
ざ
い
ま
す
。あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

住
民
生
活
課　

総
合
窓
口
係

　

☎
56
9
1
2
5

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
は
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）が
記
載
さ
れ
た
顔
写

真
付
き
の
カ
ー
ド
で
す
。

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
メ
リ
ッ
ト
と
は
？

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示
が
必
要
な
場
面
で
、マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

■
本
人
確
認
の
際
の
身
分
証
明
と
し
て

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示
と
本
人
確
認
が
同
時
に
必

要
な
場
面
で
は
、1
枚
で
済
む
唯
一
の
カ
ー
ド
と
な
り

ま
す
。金
融
機
関
に
お
け
る
口
座
開
設
、パ
ス
ポ
ー
ト

の
新
規
発
給
な
ど
、様
々
な
場
面
で
利
用
で
き
ま
す
。

■
各
種
行
政
手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
に

　

平
成
29
年
7
月
に
開
設
予
定
の
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

へ
の
ロ
グ
イ
ン
な
ど
、各
種
行
政
手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ

ン
申
請
等
に
利
用
で
き
ま
す
。

■
コ
ン
ビ
ニ
で
各
種
証
明
書
の
取
得
に

　

●
取
得
で
き
る
証
明
書
＝

　

1
．住
民
票
の
写
し（
本
人
・
同
一
世
帯
員
分
）

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、住
民
票
コ
ー
ド
は
記
載
さ
れ
ま
せ
ん

　

2
．印
鑑
登
録
証
明
書（
印
鑑
登
録
者
本
人
の
も
の
）

　

3
．所
得
証
明
書（
現
年
度
分
の
み
）

　

●
利
用
で
き
る
時
間
帯
＝

　

午
前
6
時
30
分
～
午
後
11
時

　
（
12
月
29
日
～
翌
年
1
月
3
日
を
除
く
）

　

●
利
用
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
＝

　

全
国
の
セ
ブ
ン
︲
イ
レ
ブ
ン
、ロ
ー
ソ
ン
、サ
ー
ク

ル
Ｋ
サ
ン
ク
ス
、フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
の
各
店
舗

　
（
※
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
設
置
店
の
み
）

○
申
請
方
法
は
？

■
郵
便
で
申
請
す
る
方
法

　

通
知
カ
ー
ド
下
部
の
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、顔
写
真
を
貼
っ
て
、同
封
の
返
信
用
封
筒
で
送
り

ま
す
。

■
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
請
す
る
方
法

1
．パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
、申
請
用
Ｗ
Ｅ

Ｂ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
」で
検
索

2
．メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、申
請
書
Ｉ
Ｄ
を
登
録

　

申
請
書
Ｉ
Ｄ
：
申
請
書
上
部
記
載
の
23
桁
の
数
字

3
．顔
写
真
、申
請
情
報
な
ど
登
録

　

登
録
し
た
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に
通
知
さ
れ
る
申

請
者
専
用
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
て
、顔
写
真

や
申
請
情
報
な
ど
を
入
力
し
ま
す
。

メ
リ
ッ
ト
い
っ
ぱ
い
の「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」

申請書見本

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

住
民
生
活
課

　

総
合
窓
口
係

　

☎
56
9
1
2
5

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
平
成
27
年
12
月
22
日
を
も
っ
て
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

の
電
子
証
明
書
を
更
新
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
ま
し
た
。

　

現
在
お
持
ち
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
は
、

有
効
期
間
満
了
日
ま
で
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
が
、
有

効
期
間
満
了
後
も
電
子
証
明
書
を
お
使
い
い
た
だ
く
た
め
に

は
、
新
た
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
て
い
た
だ
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
す
る
に
は
、
申
請
後
約
1

～
2
ヶ
月
程
度
か
か
り
ま
す
。
平
成
28
年
分
の
確
定
申
告
等

で
電
子
証
明
書
を
利
用
す
る
場
合
は
、
お
早
め
に
申
請
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
の
有
効
期

間
満
了
日
が
平
成
28
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
29
年
3
月
31
日

ま
で
の
方
に
は
、
同
じ
内
容

の
お
知
ら
せ
文
が
地
方
公
共

団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か

ら
平
成
28
年
10
月
7
日
付
け

で
発
送
さ
れ
て
い
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書
の

有
効
期
間
満
了
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ


